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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 121.2 ha

平成 17 年度　～ 平成 21 年度 平成 17 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

件 H15 H21

人 H16 H21

ha H16 H21

％ H16 H21

0.0

緑化率 樹木・芝等で緑化された土地の面積割る公園・緑地の敷地面積 都市公園を整備することにより緑化率が上昇する。 56.5

消防活動困難区域の解消 （消防署）消防活動実態調査資料 地区計画道路の整備により地域の防災性・安全性の向上が図れる。 0.9

60.5

20

居住者数 住民登録データ（人口動向調査「住民基本台帳・外国人登録人口」） 良好な居住環境の形成により人口定着（増加）が図れる。 7,706 9,000

新規住宅着工件数 白土・涼松地区における年間建築確認件数 用途地域変更と地区計画決定により住宅着工件数が増加する。 4

　名古屋市に隣接する住宅の町として発展してきた本町の部田山地区においては、土地区画整理事業の進捗にあわせ、若年夫婦の転入による低年齢児童の増加が著しく公共施設の整備が急務となっている。また、高齢化率が１２．８％と愛知県内でも人口構成の若い町であるため、子どもたちの健全な育成
に自信のもてない大人たちの増加が危惧されており、保育園や小学校の整備を進めると同時に子育て支援の施策の実施が喫緊の課題となっている。また、一方、本町の将来の人口増加が頭打ちとなることも予想される中、人口減少傾向で地域の活力の低下が危惧されている白土・涼松地区においては、人
口流出を抑制し、かつ定着化を図ることが課題である。白土・涼松地区内の土地利用計画としては、現在の暫定用途地域における建ぺい率３０％、容積率５０％の厳しい建築制限を、地区計画の決定と同時に、本来の建ぺい率５０％、容積率１００％へ都市計画の変更により緩和を図る必要がある。将来的にお
いても低層住宅地として位置づけされている当該区域の一部には都市的未利用地が多数存在し、また、宅地と農地の混在が進んでいるため、土地区画整理事業や地区計画制度の活用により土地利用の整序化を図り、都市的土地利用を促進する必要がある。また、当該区域内の区画道路は宅地から発生す
る交通を幹線道路へアクセスする機能を有する道路であるが、この道路が十分に整備されないまま利用されており、宅地としては日常生活に不便であったり、防災面で非常に危険な状態であるものが少なくない。このことは地区住民の最も身近にある重要な問題である。既成市街地を再生することからも早急に
区画道路の整備・改善を行い、地区に不足している道路、公園、下水道の都市基盤施設を整備し、部田山地区との市街地環境格差を是正することにより、連続性のある良好な居住環境市街地を形成し、高齢社会・環境重視社会に対応した都市構造への誘導により、魅力あるまちづくりを進めることが課題であ
る。

（東郷町総合計画）
　核家族化の進行や地域の無関心など子どもを取り巻く環境の変化による家庭や地域における子育て機能の低下に対して、健全な子どもの社会の形成や子どもを育てやすいまちづくりを進めます。
　総合計画の子育てあんしんプロジェクトとして、子育て環境が優れているという本町の特性を更に伸ばし、まちの将来を担う子どもたちを健全に育てるために、地域密着型子育て・ファミリーサポート・保育メニューアップを掲げ、各事業を推進します。
　既成市街地における防災などの諸問題を解消し、より良い住環境を形成していくため、既成市街地の面的な再整備や改善を進めます。また、土地区画整理事業や地区計画制度などの良好な住宅地形成を町民主体で進めるための取り組みを支援します。また、基盤整備については、住宅整備地区の中で、
狭あい道路の改善や老朽化した生活道路を整備することにより、良好な住環境の形成や防災機能の強化を進めます。また、公園整備については、コミュニティ活動の拠点施設として、子どもの遊び場、災害時の一時避難地として、地域住民の参加を求め、計画策定などの協力を得ながら進めます。
（都市計画マスタープラン「都市計画法に基づく都市計画に関する基本的な方針等」）
　安心して、末永く暮らし続けられるよう住宅地を中心とした適正な土地利用の誘導を図っていく。また、地区計画の地区施設として位置付けた道路、都市公園等の整備を進め、利便性、安全性、快適性に優れた生活基盤の充実を図る。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 愛知県 東郷町
とうごうちょう

　　　東郷
とうご う

西部
せ い ぶ

地区
ち く

計画期間 交付期間 21

（大目標）　誰もが安全で安心して暮らせる住みよい街をつくる
　目標１：地域再生計画として認定を受けた「子育て支援のまち再生計画」の支援措置を受けて子育て支援のため児童館、小学校、保育園を区画整理施行地内に整備し［子育て支援のまち再生計画］、かつ子育て支援モデル地域内の白土・涼松地区に
　　　　　おいては、地区整備計画を策定し、計画的かつ効率的に既成市街地の良好な居住環境を形成するとともに、住民が末永く暮らし続けることができるように利便性、快適性に優れた生活基盤整備を図る。[良好な居住環境の形成による人口定着]
　目標２：住宅地を中心とした適正な土地利用の誘導により、健全で良好な居住環境を形成するとともに地域の防災性・安全性に重視した住環境の整備を図る。[地域の防災性・安全性の向上]

（地区の現況及び特徴）
　当地区は、名古屋市と隣接する本町の西端に位置し、土地区画整理事業により面的整備が行われた区域（部田山地区）と既成市街地による住宅地として恵まれた立地条件を有した区域（白土・涼松地区）であり、部田山地区及びその周辺地区におい
ては、平成１６年６月２１日に子育て支援のモデル地域として、児童館を併設した小学校をＰＦＩ手法で整備し、近接して整備する保育園と併せて子育て支援機能の集約化を図ることで、「地域再生認定第１号」を受けた地域である。
一方、既成市街地の白土・涼松地区においては、狭あい幅員、行止りといった防災上の問題を抱えた道路が多くみられる上、これら道路沿いに開発や個々の建築行為が進行し、スプロール的な市街化の進展を抑止するために厳しい建築制限を指定した
ことにより、現在、建替え時には、十分満足した住宅を建築できない状況等にあり、特に若年層世代の区域外への人口流出の動きがここ数年あることから人口定着が問題となっている。また、白土・涼松地区の南側（部田山地区と隣接する区域）において
は、雑種地や農地が多く広がり、都市基盤整備の遅れが問題となっている。

（これまでのまちづくりの取り組み）
　　当地区内の部田山地区については、地元から将来にわたる良好な市街地整備の必要性の気運が高まり、本町において昭和６０年に土地区画整理促進区域を決定し、組合施行による名古屋都市計画事業　東郷西部特定土地区画整理事業に着手
し、平成１６年度末をもって事業の完了を迎えることとなりました。また、白土・涼松地区については、平成８年にまちづくりを円滑に進めるにあたって、地域と行政をつなぐ窓口機能を担うことを目的として白土・涼松地区まちづくり推進協議会が発足され、
その後、当初の行政主導型から住民主導型のまちづくりへの移行により、平成１３年度に協議会組織が再編され、継続して地区の問題を解決してきました。本協議会の目標としては、良好で住みよい居住環境を創出するとともに安全で安心して暮らせる
計画的なまちづくりを進めていくために、住民同士が主体となって協議し、住民合意のまちづくり計画を作成することを目的として活動が行われ、町としてもその活動を支援することにより、まちづくりの取り組みを推進してきました。
　当協議会のこれまでの具体的な取り組みとしては、協議会委員が主体となって、地区の実情、特性に沿ったまちづくりを進めるため、地区を４つのブロックに区分し、各ブロック会議（月１回程度開催、約８人出席／回）をもとに、現地調査（延べ８回）やア
ンケート（延べ３回）、まちづくりの活動等の周知等を目的とした集会等（延べ１７回）、かわら版の発行（延べ４３回）及び道路等計画に係る地権者意向把握並びにまちづくり計画案の検討・立案等の様々な活動を展開してきました。



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
・整備方針１（子育て支援のまち再生計画）
　子育て支援のモデル地域（地域再生認定地域）を発信地域として、子育て支援機能の集約化を図り、町内全域に向けて子育て支援のまち再生計画（Ｈ
１６～１８年度）に基づく事業を進める。

・ 保育園建設事業は、平成１７年１０月の開園を目指して事業を進める。[関連事業]
・ 児童館を併設した小学校建設事業は、平成１９年４月の開館及び開校を目指し事業を進める。児
童館[提案事業]小学校建設事業[関連事業]

・整備方針２（良好な居住環境の形成による人口定着）
　東郷涼松土地区画整理事業（下水道事業含む）については、現有する公共用地と広大な都市的未利用地を有効に活用することなどから費用の低減を
図り、確実に事業を進め、良好な居住環境を整備する。
　公園整備については、現在、地区北部に子どもたちが利用する身近な公園施設がなく、平成１７年度に都市計画決定した公園及び従来より未整備で
あった地区内の都市計画公園を、地区住民が利用する公園として、計画作成段階から地区住民の協力を得ながら進めることにより、災害時等には一時
避難箇所としての役割を担うことのできる利便性の高い都市生活基盤施設として整備する。

・ 都市計画公園白土第１公園整備事業[基幹事業]
・ 都市計画公園白土第２公園整備事業(借地公園)[基幹事業]
・ 都市計画公園三ツ池公園整備事業[基幹事業]
・ 東郷涼松土地区画整理事業に対し、調整池の築造費の一部を町が負担する。[提案事業]
・ まちづくり活動推進事業（公園づくりワークショップの開催費用）[提案事業]
・ 下水道整備事業（東郷涼松土地区画整理事業区域内）[関連事業]

・整備方針３（地域の防災性・安全性の向上）
　地区計画道路整備については、既存の道路等を有効に活用しながら、短期に対応する必要性の高い新設（拡幅）６ｍ計画道路の整備を優先し、避難
通路（防災通路）の確保による二方向の避難化を図る路線など、整備事業実施効果が高く、地権者の意向把握が確実で、かつ地区の要望として重要
な路線を選定することにより早期に整備する。

・ 地区計画施設道路「新設・改良」を計画的に整備します。[基幹事業]

○ 既成市街地（白土・涼松地区）の都市計画の決定・変更及び地区計画関係条例改正について

　　　・　平成１７年度に地区計画を都市計画で決定した。

　　　・　用途地域の都市計画変更により、建築制限「容積率／建ぺい率」等の緩和「50/30→100/50」を図った。（第１種低層住居専用地域→幹線道路沿道の用途地域へ変更）
　
　　　・　地区計画で建築物用途の制限を行い、良好な住宅地を形成する。（東郷町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例改正・東郷町地区計画道路の整備に関する条例改正）

　

○ まちづくり目標の達成に向けた交付期間中の計画の管理について

　　　・　交付期間中における円滑な事業進捗と目標に向けた効果を上げるため、まちづくり交付金に係る調整会を開催し、適宜、事業計画の管理を実施するとともに、まちづくり団体とも連携を図り、事業の協議・調整や進捗状況の検証等を行う。



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 100.9m 17 20 17 20 46 46 46 46

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 146.3m 18 18 18 18 41 41 41 41

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 71.2m 17 21 17 21 44 44 44 44

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 45.3m 17 21 17 21 41 41 41 41

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 120m 17 19 17 19 25 25 25 25

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 67.1m 17 21 17 21 26 26 26 26

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 63.9m 17 18 17 18 41 41 41 41

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 38.8m 17 18 17 18 11 11 11 11

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 7.3m 17 18 17 18 5 5 5 5

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 109.5m 17 20 17 20 38 38 38 38

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 83.4m 17 19 17 19 16 16 16 16

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 170.0m 17 21 17 21 27 27 27 27

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 89m 17 17 17 17 5 5 5 5

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 112m 20 21 20 21 73 73 73 73

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 60m 20 21 20 21 23 23 23 23

公園 都市計画計画公園 東郷町 直 1,000㎡ 17 21 17 21 86 86 86 86

都市計画計画公園 東郷町 直 2,708㎡ 16 19 18 19 48 48 48 48

都市計画計画公園 東郷町 直 2,000㎡ 20 21 20 21 32 32 32 32

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 －

高質空間形成施設 －

高次都市施設 －

既存建造物活用事業 －

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 628 628 628 628 …A0

住宅市街地
総合整備
事業

－

－

－

－

－

三ツ池公園 0

白土第１公園 0

白土第２公園 0

白土67号線 0

涼松27号線 0

藤坂・涼松2号線 0

涼松9号線 0

音貝9号線 0

涼松17号線 0

白土63号線（その2） 0

白土63号線（その3） 0

白土29号線 0

白土63号線（その1） 0

白土66号線(その２) 0

白土58号線(その2) 0

白土64号線 0

白土66号線(その１) 0

細項目 うち民負担分
白土58号線(その1) 0

国費率 0.412

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

交付対象事業費 763 交付限度額 314



提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

東郷涼松区画整
理組合

間 1.65ha 19 19 19 19 52 52 32 32

町 直 460㎡ 18 18 18 18 100 100 100 100

0

－ 0

－ 0

町 直 3,708㎡ 17 19 17 19 3 3 3 3

－ 0

合計 155 155 135 135 …B
合計(A+B) 763

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
町 文部科学省 10,000㎡ ○ 17 34 2,200

町 厚生労働省 1,833㎡ ○ 15 17 356

町 国土交通省 1.65ha ○ 18 20 55

東郷涼松区画整
理組合

国土交通省 1.65ha ○ 17 22 239

町 国土交通省 23.3ｍ ○ 20 21 10

町 国土交通省 159.8ｍ ○ 20 21 92

町 国土交通省 49.3ｍ ○ 20 21 16

町 国土交通省 153ｍ ○ 20 21 88

町 国土交通省 85ｍ ○ 20 21 49

合計 3,105

白土・涼松地区計画道路整備事業
(仮称)半ノ木4号線

白土・涼松地区

白土・涼松地区計画道路整備事業
(仮称)半ノ木・涼松2号線(その1)

白土・涼松地区

白土・涼松地区計画道路整備事業
涼松・半ノ木2号線

白土・涼松地区

白土・涼松地区計画道路整備事業
(仮称)白土66号線

白土・涼松地区

白土・涼松地区計画道路整備事業
(仮称)半ノ木・涼松2号線(その2)

白土・涼松地区

下水整備事業
東郷涼松土地区画整理事業
区域

東郷涼松土地区画整理事業
東郷涼松土地区画整理事業
区域

小学校建設事業(PFI) 兵庫小学校

保育園建設事業 西部保育園

20

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

まちづくり活
動推進事業

公園ワークショップ開催 白土第１公園・白土第２公園 0

－

事業活用調
査

－

－

細項目 うち民負担分

地域創造支
援事業

区画整理調整池負担事業 東郷涼松土地区画整理事業 20

児童館建設事業 兵庫児童館(PFI) 0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間



都市再生整備計画の区域

　東郷西部地区（愛知県愛知郡東郷町） 面積 121.2ha ha 区域
東郷町大字春木字白土の一部、涼松の一部、藤坂の一部、半ノ木の一部
東郷町涼松一丁目、三ツ池一丁目～四丁目、兵庫一丁目～四丁目、清水一丁目～四丁目



東郷西部地区（愛知県愛知郡東郷町）整備方針概要図

0.9 （１６年度） → 0 （２１年度）消防活動困難区域の解消（ｈa）

7,706 （１６年度） → 9,000 （２１年度）居住者数 （人）

4 （１５年度） → 20 （２１年度）新規着工件数 （件）
代表的
な指標

誰もが安全で安心して暮らせる住みよい街をつくる目 標

□提案事業

○関連事業

小学校建設事業

児童館建設事業

○関連事業

保育園建設事業

下水道整備事業
区画整理事業

○関連事業

調整池負担事業
東郷涼松土地区画整理

□提案事業

公園ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催

□提案事業
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白土第２公園整備事業

■基幹事業

■基幹事業
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公園整備事業

凡 例

都市再生整備計画区域
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都市再生整備計画の添付書類等

交付対象事業別概要

東郷
とうごう

西部
せいぶ

地区　（愛知県愛知
あいち

郡東郷
とうごう

町）



　東郷西部地区（愛知県愛知郡東郷町）　現況図



交付限度額算定表（平成２０年度補正予算（第２号）関連地区） 百万円 　※ Ｙ、Ｘ１及びＸ２のうちいずれか少ない額

規則第16条第１項に基づく限度額算定

Ａｕ ㎡ Ａｐ 6494 ㎡ 住宅施設 0 円
公共施設の上限整備水準 公共施設の現況整備水準 建設予定戸数（戸） 超高層

区域面積（㎡） 整備水準が明らかになっている類似市街地等からの推定 一般
推定現況整備水準(小数第２位まで) 合計 0
推定公共施設面積（㎡） 0 標準整備費（円/戸） 超高層 一般

北海道特別地区 41,310,000 33,500,000
○ 個別公共施設の積み上げ 北海道一般地区 38,190,000 30,990,000

面積（㎡） 割合 特別地区 49,120,000 35,690,000
道路 5,494 0 大都市地区 37,170,000 30,180,000
公園 1,000 0 多雪寒冷地区 41,510,000 32,370,000
広場 - 奄美地区 39,520,000 35,640,000

Ｃｌ 円/㎡ 緑地 - 沖縄地区 30,280,000 30,280,000
単位面積あたりの標準的な用地費 公共施設合計 6,494 0.01 一般地区 33,700,000 28,640,000

標準地点数
公示価格の平均値（円/㎡） Cnを考慮しない場合の交付限度額（Y1) 100454 百万円 市街地再開発事業による施設建築物 0 円

単位面積あたりの標準的な補償費 施設建築物の延べ面積（㎡）
当該区域内の戸数密度（戸/㎡） 標準共同施設整備費（円/㎡） 132,000
標準補償費（円/戸） ∑Ｃｎ 0 円

下水道 0 円 電線共同溝等 0 円
区域面積（㎡） 1,212,000 電線共同溝等延長（ｍ）

Ｃf 円/㎡ うち現況の共用済み区域面積（㎡） 785,000 標準整備費（円/ｍ） 680,000
標準整備費（円/㎡） 3,600

人工地盤 0 円
控除額 百万円 0 円 人工地盤の延べ面積（㎡）
まちづくり交付金とは別に国庫補助事業等により整備する施設 上限床面積（㎡） 9,400 標準整備費（円/㎡） 5,300,000

標準整備費（円/㎡） 465,700
協議して額を定める大規模構造物等 0 円

10000 調整池 0 円 大規模構造物等 協議状況 整備費（円）
1833 調整池の容積（ｍ3） 2,117

16400 標準整備費（円/ｍ3） 140,000

河川 0 円
河川整備延長（ｍ）

合計 28233 標準整備費（円/ｍ） 3,700,000 Ｃｎを考慮した場合の交付限度額（Y2) 100454 百万円

規則第16条第1項に基づく交付限度額（Y) 100,454 百万円

要綱附則に基づく限度額算定

第５におけるＡの値をおきかえて第５により算出された額（Ｘ１） 百万円

交付要綱第５の交付限度額に補正予算執行額を加えた額（Ｘ２） 百万円314

2611

314

保育園建設事業 356
下水道整備事業 55

施設名（事業名） 面積（㎡）
国庫補助事業
費等（百万円）

小学校建設事業 2200

44,000,000

23,000

2,611 地域交流センター等の公益施設（建築物）

402,500

1
85,700

0.002

当該区域
の特性に
応じて国
土交通大
臣が定め
る割合

区域の面積が10ha未
満の地区

0.50

最近の国勢調査の結果
による人口集中地区内

0.45

○ その他の地域 0.40

本計画における交付限度額 314

484,800

1,212,000



（平成２０年度補正予算（第２号）関連地区）交付対象事業等一覧表（計算用シート）

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（平成２０年度補正予算（第２号）関連）地域における防災機能の向上に資する公共公益施設の整備に該当する事業
（参考）全体交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
公園 都市計画計画公園 東郷町 直 1,000㎡ 17 21 17 21 86 86 86 86

都市計画計画公園 東郷町 直 2,708㎡ 16 19 18 19 48 48 48 48
都市計画計画公園 東郷町 直 2,000㎡ 20 21 20 21 32 32 32 32

0
0

合計 166 166 166 166 …A'

基幹事業のうち、上記に該当しない事業
（参考）全体交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
道路 白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 100.9m 17 20 17 20 46 46 46 46

白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 146.3m 18 18 18 18 41 41 41 41
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 71.2m 17 21 17 21 44 44 44 44
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 45.3m 17 21 17 21 41 41 41 41
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 120m 17 19 17 19 25 25 25 25
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 67.1m 17 21 17 21 26 26 26 26
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 63.9m 17 18 17 18 41 41 41 41
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 38.8m 17 18 17 18 11 11 11 11
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 7.3m 17 18 17 18 5 5 5 5
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 109.5m 17 20 17 20 38 38 38 38
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 83.4m 17 19 17 19 16 16 16 16
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 170.0m 17 21 17 21 27 27 27 27
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 89m 17 17 17 17 5 5 5 5
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 112m 20 21 20 21 73 73 73 73
白土・涼松地区計画道路 東郷町 直 60m 20 21 20 21 23 23 23 23

合計 462 462 462 462 …A-A'

提案事業
（参考）全体交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
東郷涼松
区画整理
組合

間 1.65ha 19 19 19 19 52 52 32 32

町 直 460㎡ 18 18 18 18 100 100 100 100
0

－ 0
－ 0

町 直 － 17 19 17 19 3 3 3 3
－ 0

合計 155 155 135 135 …B
763

20
合計(A+B)

まちづくり活動推
進事業

公園ワークショップ開催 － 0
－

事業活用調査
－
－

地域創造
支援事業

区画整理調整池負担事
業

東郷涼松土地区画
整理事業

20

児童館建設事業 兵庫児童館(PFI) 0

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

うち民負担分
事業 事業箇所名 事業主体 直／間

細項目

涼松27号線 0
0

涼松9号線 0
白土67号線 0

涼松17号線 0
藤坂・涼松2号線 0

白土63号線（その3） 0
音貝9号線 0

白土63号線（その1） 0
白土63号線（その2） 0

白土58号線(その2) 0
白土29号線 0

白土66号線(その１) 0
白土66号線(その２) 0

白土58号線(その1) 0
白土64号線 0

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

うち民負担分
事業 事業箇所名 事業主体 直／間

細項目

0

白土第２公園 0
三ツ池公園 0

細項目 うち民負担分
白土第１公園 0

国費率 0.411

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

２次補正執行額 8.3 交付要綱第５の交付限度額に補正予算執行額を加えた額（Ｘ２） 314

提案事業２割拡充適用地区は右欄に「○」を記入

交付対象事業費 763 第５におけるＡの値をおきかえて第５により算出された額（Ｘ１） 314 交付限度額（左記のうちいずれか少ない額） 314



（平成２０年度補正予算（第２号関連））地域における防災機能の向上に資する公共公益施設の整備に該当する事業
（単位：百万円）

開始年度 完了年度

公園 白土第１公園

　当該施設は既成市街地（白土・涼松地区）内に都市計画公園として位置づけており、周辺は狭あい
道路が多く、防災上の機能向上を図るためにも当該施設との一体的な整備を行うことにより、より一層
の効果を期待することができ、地域住民の災害時等における一時避難箇所としての役割を担うことが
できる。

町 1,000 17 21 86

公園 白土第２公園

　当該施設は既成市街地（白土・涼松地区）内に都市計画公園として位置づけており、周辺は狭あい
道路が多く、防災上の機能向上を図るためにも当該施設との一体的な整備を行うことにより、より一層
の効果を期待することができ、地域住民の災害時等における一時避難箇所としての役割を担うことが
できる。

町 2,708 18 19 48

公園 三ツ池公園
　当該施設は区画整理により整備された地区（部田山地区）内に都市計画公園として位置づけており、
周辺街区の急速な土地利用により、地域住民の災害時等における一時避難箇所として早急な整備の
必要性が求められている。

町 2,000 20 21 32

交付期間内事業費基幹事業名 事業箇所 当該施設が担う地域防災上の機能の概要 事業主体 規模
交付期間内事業期間



(参考）年次計画

（事業費：百万円）

基幹事業

交付対象 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

事業費

道路 白土・涼松地区計画道路 町 46 2 23 13 8 0

白土・涼松地区計画道路 町 41 2 39 0 0 0

白土・涼松地区計画道路 町 44 2 0 0 36 6

白土・涼松地区計画道路 町 41 1 0 0 34 6

白土・涼松地区計画道路 町 25 2 13 10 0 0

白土・涼松地区計画道路 町 26 2 4 13 0 7

白土・涼松地区計画道路 町 41 38 3 0 0 0

白土・涼松地区計画道路 町 11 9 2 0 0 0

白土・涼松地区計画道路 町 5 1 4 0 0 0

白土・涼松地区計画道路 町 38 2 0 27 9 0

白土・涼松地区計画道路 町 16 1 13 2 0 0

白土・涼松地区計画道路 町 27 2 0 0 7 18

白土・涼松地区計画道路 町 5 5 0 0 0 0

白土・涼松地区計画道路 町 73 - - - 59 14

白土・涼松地区計画道路 町 23 - - - 16 7

公園 都市計画公園 町 86 0 0 0 1 85

都市計画公園 町 48 0 10 38 0 0

都市計画公園 町 32 - - - 2 30

計 628 69 111 103 172 173

提案事業

交付対象 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

事業費
東郷涼松区画整理組合 32 32

町 100 100

町 3 2 1

計 135 2 100 33 0 0

合計 763 71 211 136 172 173

累計進捗率　（％） 9.3% 37.0% 54.8% 77.3% 100.0%

まちづくり活
動推進事業

公園ワークショップ開催 白土第1公園・白土第2公園

事業活用
調査

事業主体
細項目

地域創造支
援事業

区画整理調整池負担事業 東郷涼松土地区画整理事業

児童館建設事業 兵庫児童館(PFI)

三ツ池公園

事業 事業箇所名

白土67号線

涼松27号線

白土第1公園

白土第2公園

藤坂・涼松2号線

涼松9号線

音貝9号線

涼松17号線

白土63号線（その2）

白土63号線（その3）

白土29号線

白土63号線（その1）

白土66号線(その2)

白土58号線(その2)

白土58号線(その1)

白土64号線

白土66号線(その1)

事業 事業箇所名 事業主体
細項目



事業活用調査 ・ まちづくり活動推進事業 ・ 地域創造支援事業
（単位：百万円）

開始年度 完了年度 うち調査費 うち用地費 うち整備費 うち購入費

地域創造支援事業
　区画整理調整池負担
　事業

　都市基盤の整備が進んでいない地域に計画する区
画整理事業の関係費用で、都市施設の整備を行うと
共に地域再生計画の目的である、新たな転入者の促
進と様々な年齢の人々の融和で活力ある地域の再生
を目指すための区画整理事業の補助金及び降雨被
害の抑制のための調整池築造費の一部負担分を補
助

東郷涼松
土地区画
整理組合

区画整理
施行面積
1.65ha
調整池計画
調整容量
2,556㎥

H19 H19 32 32

調整池築造負担金
　区画整理区域面積1.65ｈａに、地区外集水面
積2.45ｈａを含めた集水面積4.10ｈａの調整池整
備にあたり、調整容量の増加分を負担する。

(仮称)東郷涼松土地
区画整理組合
設立発起人代表
三浦茂
組合員13名
発起人会16年10月
結成

地域創造支援事業
　児童館建設事業

　地域再生計画のまちの将来を担う子供たちを健全に
育てるため、460㎡の児童館を10,000㎡(26学級規模)
の小学校を合わせてPFI事業により整備する児童館

東郷町
児童館
460㎡

H18 H18 100 100

460㎡の児童館と10,000㎡(26学級規模)の小
学校をPFI事業により整備
平成18年度に児童館を買い取り
100,000千円

まちづくり活動推進事業
(啓発・研修活動)
　ワークショップ開催

　都市基盤の整備が進んでいない地域に計画する公
園の関係費用で、都市施設の整備を行うと共に地域
再生計画の目的である、新たな転入者の促進と様々
な年齢の人々の融和で活力ある地域の再生を目指す
ための公園のワークショップ開催費用

東郷町 3,708㎡ H17 H19 3 3
ワークショップの開催、運営基本計画の作成及
び概算工事費の積算のための委託費

その他事業費の主な使途概要事業名
交付期間内事業費

事業概要 事業主体 規模
交付期間内事業期間



提案事業　地域創造支援事業　区画整理地内調整池負担金



提案事業　地域創造支援事業　児童館建設事業



道路

　都市計画道路名
又はその他道路名 区間

道路
区分

事業
主体

事業
手法 工種 延長

整備後
車線数

歩道
幅員

まち交
事業費

まち交における
事業期間 事業内容 都市計画決定 備　　考

整備前 整備後 （年度）
注１) 注２) m m m 車線 ｍ 百万円 注３） 年月 注４）

白土58号線 (その１) 地 町
－

改良 100.9 2.0 5.0 1 0 46 H17～H20
測量費、設計費、用地費、物件調査費、側溝取壊し、
舗装取壊し、土工、側溝布設工、舗装工 H17年12月27日 地区計画の地区施設

白土64号線 地 町
－

新設 146.3 0.0 4.0 1 0 41 H18～H18
測量費、用地費、土工、側溝布設工、舗装工

H17年12月27日 地区計画の地区施設

白土66号線 (その１) 地 町
－

新設 71.2 0.0 6.0 1 0 44 H17～H21
測量費、設計費、用地費、土工、側溝布設工、舗装工

H17年12月27日 地区計画の地区施設

白土66号線 (その２) 地 町
－

新設 45.3 0.0 6.0 1 0 41 H17～H21
測量費、設計費、用地費、土工、側溝布設工、舗装工

H17年12月27日 地区計画の地区施設

白土58号線 (その2) 地 町
－

改良 120 4.9 6.0 1 0 25 H17～H19
測量費、設計費、用地費、物件調査費、側溝取壊し、
舗装取壊し、土工、側溝布設工、舗装工 H17年12月27日 地区計画の地区施設

白土29号線 地 町
－

改良 67.1 2.8 6.0 1 0 26 H17～H21
測量費、設計費、用地費、土工、側溝布設工、舗装工

H17年12月27日 地区計画の地区施設

白土63号線 その１ 地 町
－

新設 63.9 0.0 6.0 1 0 41 H17～H18
測量費、設計費、用地費、土工、側溝布設工、舗装工

H17年12月27日 地区計画の地区施設

白土63号線 その２ 地 町
－

新設 38.8 0.0 4.0 1 0 11 H17～H18
測量費、設計費、用地費、物件調査費、側溝取壊し、
舗装取壊し、土工、側溝布設工、舗装工 H17年12月27日 地区計画の地区施設

白土63号線 その3 地 町
－

改良 7.3 1.9 4.0 1 0 5 H17～H18
測量費、用地費、土工、側溝布設工、舗装工

H17年12月27日 地区計画の地区施設

音貝9号線 地 町
－

新設 109.5 2.5 4.0 1 0 38 H17～H20
測量費、設計費、用地費、土工、側溝布設工、舗装工

H17年12月27日 地区計画の地区施設

涼松17号線 地 町
－

新設 83.4 0.0 4.0 1 0 16 H17～H19
測量費、設計費、用地費、土工、側溝布設工、舗装工

H17年12月27日 地区計画の地区施設

藤坂・涼松2号線 地 町
－

改良 170 5.0 6.0 1 0 27 H17～H21
測量費、設計費、用地費、物件調査費、側溝取壊し、
舗装取壊し、土工、側溝布設工、舗装工 H17年12月27日 地区計画の地区施設

涼松9号線 地 町
－

新設 89 0.0 6.0 1 0 5 H17 土工、側溝布設工、舗装工、排水管布設工 H17年12月27日 地区計画の地区施設

白土67号線 地 町
－

新設 112 0.0 6.0 1 0 73 H20～H21 土工、側溝布設工、舗装工、排水管布設工 H17年12月27日 地区計画の地区施設

涼松27号線 地 町
－

新設 60 0.0 4.0 1 0 23 H20～H21 土工、側溝布設工、舗装工、排水管布設工 H17年12月27日 地区計画の地区施設

 計 1284.7 462

（参考）

＜関連事業＞

(仮称)白土66号線 地 町
－

新設 23.3 0.0 4.0 1 0 10 H18～H20
測量費、用地費、側溝取壊し、舗装取壊し、土工、側
溝布設工、舗装工 H17年12月27日 地区計画の地区施設

(仮称)半ノ木・涼松2号
線 その２ 地 町

－
新設 159.8 0.0 6.0 1 0 92 H17～H21

測量費、設計費、用地費、土工、側溝布設工、舗装工
H17年12月27日 地区計画の地区施設

(仮称)半ノ木・涼松2号
線 その１ 地 町

－
改良 49.3 3.4 6.0 1 0 16 H17～H21

測量費、設計費、用地費、側溝取壊し、舗装取壊し、
土工、側溝布設工、舗装工 H17年12月27日 地区計画の地区施設

涼松・半ノ木2号線 地 町
－

新設 153 0.0 6.0 1 0 88 H17～H21
測量費、設計費、用地費、土工、側溝布設工、舗装工

H17年12月27日 地区計画の地区施設

半ノ木4号線 地 町
－

新設 85 0.0 4.0 1 0 49 H17～H20
測量費、設計費、用地費、土工、側溝布設工、舗装工

H17年12月27日 地区計画の地区施設

幅員





公園（その他）

単位：百万円

交付期間内事業費内訳

公園等名（*1） 種別等（*2） 事業主体（*3） 概要 交付期間内 設計費 用地費 施設整備費 備考（*４）

（面積等） 事業費

白土第1公園 街区公園 東郷町 1,000 86 1 60 25 あずまや、時計、遊具

白土第2公園 街区公園 東郷町 2,708 48 3 7 38 あずまや、時計、遊具

三ツ池公園 街区公園 東郷町 2,000 32 2 0 30 あずまや、時計、遊具

合計 － － 166 6 67 93

*1　公園等名ごとに１行ずつ記入。足りない場合は、適宜行を追加すること。
*2　「種別等」欄には都市公園の種別を記入。都市公園でない場合は「無」を記入し、概要に位置付けを簡潔に記載。
*3　「事業主体」欄には、事業の施行者を記入。（間接交付の場合は、交付金事業者ではなく、「第三セクター」等の施行者を記入。）
*4　「備考」欄には整備する主な施設（あずまや等）を簡潔に記載。





白土第２公園



三ツ池公園



土地区画整理事業
(8)手続等

土地区画整理事業の一般事項（緊急防災空地整備事業を除く） イ) 事業経緯･予定
事 項 年 月 日 備 考

(1)事業の名称 話 の も ち 上 が っ た 時 H11年10月
ま ち づ く り 基 本 調 査 年度　
区 画 整 理 事 業 調 査 平成16年度　 1.65ha　
都 市 計 画 決 定 -

(2)施行者の名称 ( 告 示 の 日 )
事 業 計 画 決 定
( 公 告 の 日 )
実 施 計 画 の 承 認

(3)施行地区の所在する市町村名 (H18年2月)

本 工 事 着 工 (H19年4月)

(4)施行地区の面積 (H20年3月)

本 工 事 概 成 (H20年6月)
換 地 処 分 公 告 の 日 (H21年7月)

(5)事業期間

(6)事業の目的
ロ）仮換地指定状況

年 月 日 指定済面積(ha)割合(％) 備 考
　年　月　日現在

(7)施行地区に関する都市計画決定状況

(9)地区内人口等
事 項

都市人口　Ａ 0人
地区内人口　Ｂ 0人
地区内人口密度　Ｂ／地区面積 0人／ha
土地所有権者数　Ｃ 13人
借地権者数　Ｄ 0人
権利者　Ｃ＋Ｄ 13人
筆数　Ｂ 34筆
(注)直近の事業認可時の状況を記入。

(10)市街化の状況
事 項

地区内宅地総面積　Ａ 12,567㎡
建築物敷地面積等　Ｂ 842㎡
市街化率　Ｂ／Ａ 7%
建築物戸数　Ｃ 0戸
要移転戸数　Ｄ 0戸
移転率　Ｄ／Ｃ ％
(注)直近の事業認可時の状況を記入。

都
市
施
設

シート０

（　　　　）

公園
H15.2.281001.65下水道
(H20.10.1)1000.05

(移転率 - ％)

(建築物棟数　0棟)
(要移転棟数　0棟)

備考

グランド･既宅造地を含む

(うち100㎡以下 1人)
(うち100㎡以下 0人)

1.65

実施計画第2回
(変更)の承認

100

面積(ha)

備考

その他の地域地区

第1種低層住居専用地域 H8.5.311001.65
第1種住居専用地域用

途
地
域

S45.11.241001.65市街化区域
S47.9.16

事　　項

平成　１６　年度　～　平成　２２　年度

　新たな都市拠点の形成のための都市基盤の整備､無秩序な市街化の防止､良好な
宅地の供給等事業の目的を具体的に説明すること。

備考決定年月日割合(％)

東郷涼松土地区画整理事業

東郷涼松土地区画整理組合　（法第３条　項）

　　　　　　愛　知　県　　　　　　　東　郷　町　

16,491.25 ㎡　

(注) ①　予定の場合は（　　）書きで記入すること。
　　 ②　ふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業、まちづくり交付金、
       都市再生総合整備事業については記入例を参考に経緯を備考欄に
       記入すること。

(注) ①　仮換地指定が完了した場合、指定面積合計と施行面積・地区面積は一
　　　　致させること。
　　 ②　備考欄にこれまでの指定時期を記入すること。

(注)  ①　予定の場合は（　　）書きで記入すること。
　　　②　都市施設については、都市計画道路･公園･下水道等について路線･施
設
　　　　ごとに記入すること。
　　　③　都市計画法第７条から第12条の６までの都市計画の決定状況を適宜記
　　　　載すること。
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　　土地区画整理事業の資金計画等（緊急防災空地整備事業を除く）

(1)収入 (2)減歩率

（千円） 充当率

％
％
％
％

(3)宅地価格

％
％
％

(4)保留地

(5)減価補償金

(注)△V=K1+K2

㎡ ㎡ 円/㎡ 千円 ㎡ 円/㎡ 千円

(Ａ) Ａ a=V/A V=Aa Ｅ e=V'/E V'=Ee y=e/a

施 行 後
宅地地積
(含保留地 )

施行後
単 価

施 行 後
宅 地
総 価 額

増進率
施 行 前
宅 地 地 積
(登記簿地積)

同 更 正
地 積
(実測更正後)

施行前
単 価
( 年 月)

施 行 前
宅 地
総 価 額

％
12,567 12,964 11,409 1,554 2,543 4,097 12% 20% 32%

㎡ ㎡ ％ ％㎡ ㎡ ㎡ ㎡

Ｐ Ｒ Ｄ

減 歩 率

公共 保留地 合算

p=P/A r=R/A d=D/A

施 行 前
宅 地 面 積
(登記簿地積)

同 更 正
地 積
(実測更正後)

施 行 後
宅地地積
(含保留地 )

減 歩 地 積

公共 保留地 合算

そ の 他

特 定 交 安

金 額

シート２

通 常 費

住 宅 関 公
交 付 金

種 別

基
本
事
業
費 計

ま ち 交 （ 提 案 ） 11,409

％

28,300

地 方 特 定 道 路 Ａ
( 補 助 対 象 路 線 分 )

(Ａ) Ａ Ｅ

85,000 969,765 1.545512,567 12,964 55,000 713,044

施 行 前
宅 地
総 価 額

施 行 後
宅 地
総 価 額

立体換地
建 築 物
総 価 額

宅地総価額
の 増 価 額

V V' V" △V=V'+V"-V

円/㎡ ㎡

保留地
地 積

割 合

e Rmax=△V/e R R/Rmax

施行後
単 価

保留地とし
て取り得る
最 大 地 積

千円 千円 千円 千円 ㎡ ％
713,044 969,765 256,721 85,000 3,020 2,543 84%

用地買収費
交付金買収予定

地 積
単 価

用 地
買 収 費

施 行 前
宅 地
総 価 額

施 行 後
宅 地
総 価 額

立体換地
建 築 物
総 価 額

宅地総価額
の 減 少 額
（減価補償金）

V V' V" △V=V'+V"-V

千円 千円 千円 千円

K1=Ba K2=△V-K1

㎡ 円/㎡ 千円 千円

B a

備 考

保 留 地 処 分 金 238,400 積算根拠

公
管
金

道 路
公 園
河 川

計
地 方 特 定 道 路 Ｂ
( 単 独 事 業 路 線 分 )

1,083

鉄 道 負 担 金

都 道 府 県 単 独 費

267,783合 計

一
般
会
計

都 市 再 生
ま ち 交 （ 特 会 ）
まち交（都市再生）

そ の 他

市 町 村 単 独 費

(注)
① 基本事業費、地方特定道路A、都市再生区画整理、まちづくり交付金(1)、(2)については、備考欄に充当率を記入すること。
② 地方特定道路、特定交安がある場合は、備考欄にその事業内容を記入すること。
③ 住宅関公の備考欄には、住宅宅地関連公共施設整備促進事業等の種別を記載すること。
④ 都市再生欄には、都市再生推進事業について記載すること。
⑤ まち交(特会)欄には、「公共団体等区画整理補助事業実施要領」或いは「組合等区画整理補助事業実施要領」に基づき、まちづくり交付金に
より実施する土地区画整理事業について記載すること。（記載する場合は、シート３或いは４、シート５を作成すること。）
⑥ まち交(都市再生)欄には、「都市再生推進事業制度要綱」に基づき、まちづくり交付金により実施する都市再生区画整理事業について記載す
ること。（記載する場合は、シート６、７を作成すること。）
⑦ まち交(提案)欄には、まちづくり交付金により実施する提案事業について記載すること。
⑧ その他欄には上記以外の一般会計国庫補助事業について記載すること。


